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年末年始を無災害で過ごし
笑顔で新年を迎えましょう

京都労働局 労働基準部 健康安全課

令和６年度年末年始における京都府内の労働災害（死亡又は休業４日以上の労働災害（新型コロナウイルス
感染症関係を除く））に関し、業種別では、製造業60人（全体の23.1％）が最も多く、次いで、運輸業41人（同
15.8％、）、保健衛生業40人（同15.4％）、商業37人（同14.2％）の順になっています。
また、事故の型別では、転倒89人（同34.2％）が最も多く、次いで、動作の反動・無理な動作40人（同15.4
％）、墜落・転落37人（同14.2％）、はさまれ・巻き込まれ23人（同8.8％）となっています。

年末年始の労働災害発生状況 （ 令 和 6 年 1 2 月 1 日 ～ 令 和 ７ 年 1 月 1 5 日 ）

令和7年度
年末年始

京都労働局・京都府下労働基準監督署

年末年始は、繁忙期を迎える仕事、休日前で立て込む仕事の他、職場の一斉清掃等の非定常作業（普段行わ
ない作業）も増える傾向があり、何かとあわただしくなることから、焦りや疲労によって、いつもは遵守できて
いる職場の決まり事がおろそかになったり、非定常作業時における労働災害防止のための作業手順を忘れて
しまったりと、「不安全行動」に起因する労働災害発生の危険性が高まることが懸念される時期です。
一方で、年末年始は、中央労働災害防止協会の『年末年始無災害運動』（１２月１日から翌１月15日まで）、建
設業労働災害防止協会の『建設業年末年始労働災害防止強調期間』（同期間） 、陸上貨物運送事業労働災害
防止協会の『年末・年始労働災害防止強調運動』（１２月１日から翌１月31日まで）等が展開され、労働災害防
止のための意識が高まる時期でもあります。
よって、京都労働局では、働く方全てが年末年始を無災害で過ごし、笑顔で新年を迎えていただくため、各
労働災害防止団体等の運動に加え、過去の京都府内における労働災害発生状況を踏まえて特に留意して取り
組む「令和７年度年末年始職場の無災害取組留意事項（京都労働局）」を裏面のとおり定めました。
令和７年度の年末年始に向け、同事項も踏まえながら、職場の安全衛生対策に係る取組を進めてください。
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・機械清掃後、脚立を抱え階段を降りてい
る際に踏み外し後ろ向きに転倒［製造業］
・駐車場から建物入口に向かって歩いてい
たところ凍結坂道で転倒［保健衛生業］
・仕分け作業中、多量の足元の荷物につま
づき転倒 ［運輸業］

業種別 転倒災害内訳（全89人）

業種別 動作の反動等災害内訳（全40人）

業種別 墜落転落災害内訳（全37人）

業種別 はさまれ等災害内訳（全23人）

・清掃作業中に水の入ったバケツを肩の高
さまで上げたところ重みでバランスを崩
し肩を負傷 ［保健衛生業］
・おせち食材の箱（10～15ｋｇ） の詰め込
み流れ作業中に腰痛発症［製造業］
・急歩行中段差により足首捻挫［製造業］

・足場解体後、民家瓦屋根上で残留物の
清掃中に足を滑らせ墜落 ［建設業］
・照明をつけず階段を降りていたところ
暗がりで足を踏み外して転落［製造業］
・2人で家電を抱え配送先建物の階段を
上っていたところ転落 ［運輸業］

・機械の清掃作業中、手袋の指先がベルト
とローラーの間に巻き込まれる［製造業］
・通路坂道で加速した荷物が積まれたかご
台車の車輪に足がはさまれる［製造業］
・可動食材裁断機についた食材を取り除り
除こうとしたところまきこまれる［製造業］



令和７年度年末年始職場の無災害取組留意事項（京都労働局）
～令和 ７年 1 2 月 1 日 （ 月 ） から令和 8年 1 月 1 5 日 （ 木 ） ま で～

安全衛生担当者は、以下、「労使で特に留意して取り組む事項」に該当する箇所や該当する作業の有無
を整理した上で、職場における設備上の危険性、有害性の解消を図り、関係労働者に対し作業上及び通
行上の当該取組事項について通知しましょう。
全ての労働者は、作業上及び通行上の当該取組事項について遵守徹底しましょう。

労使による取組留意事項の遵守徹底２

所属長等は、職場における「不安全行動」に起因する労働災害防止のため、職場の安全衛生対策総括パ
トロール・各点検の実施により、定常作業・非定常作業における作業手順の履行状況を確認して、職場の
不安全行動撲滅のための確認を強化しましょう。

労使ともに労働災害防止に向けた知識及び意識を定着させるためには、期間を定めた安全衛生計画を策
定し、当該計画に沿って職場の安全衛生活動を実施していくことが有用で、継続した職場の安全衛生水準の
向上が見込まれることから、厚生労働省及び中央労働災害防止協会では、「労働安全衛生マネジメントシス
テム(ＯＳＨＭＳ)」に基づく、職場の組織的かつ効果的な安全衛生活動を推進しています。
新たな年を迎えるにあたり一つの契機かと思いますので、各安全衛生設備の点検時期、安全衛生活動の実
施時期や京都安全衛生大会などの行事を盛り込んだ年間安全衛生計画の策定等により、「計画 － 実施 －
評価 － 改善」（PDCAサイクル）を基礎とした安全衛生活動の充実を図るようお願いします。

所属長等による職場の安全衛生対策総括パトロール・各点検の実施１

令和８年（又は令和８年度）年間安全衛生計画の策定等のススメ

労働安全衛生マネジメ
ントシステム関係厚生
労働省ホームページ▶
（関係リーフレット等ダ
ウンロード可）

年間安全衛生計画関係
労働局ホームページ▶
（年間安全衛生計画の
電子媒体［Ｅｘｃｅｌ形式］
等ダウンロード可）

京都安全衛生大会に係
る京都労働局ホーム
ページ▶
（同大会の様子、配布資
料等ダウンロード可）

労使で特に留意して取り組む事項労使で特に留意して取り組む事項

○通路、路面（階段、坂道含む）の段差や凸凹の解消を図る、当該
箇所が視認しやすいよう当該箇所に危険性を明示する等適切
な注意喚起の実施
○通路、路面（階段、坂道含む）の適切な照度の確保・維持
○気持ちにゆとりをもって行動することを心がけ次の点に留意
・通行時の足元確認、原則として走らない
・重量物の移動、上げ下ろしの際の無理のない基本動作の確認
・踏み外さないよう階段、はしご、脚立からは慎重に上り下り
○機械の清掃、点検は当該機械を止め、関係者へ明示等後実施
〇安全装置の機能確保・維持、保護具等の適正な使用

不安全行動類型不安全行動類型

○防護・安全装置を無効にする
○安全措置の不履行
○不安全な状態を放置
○危険な状態を作る（荷等の積み過ぎ、不安全物で代替等）
○保護具、服装の欠陥（使用しない、選択・使用方法の誤り等）
○危険場所への接近、その他（吊り荷、稼働機械へ接近等）

特に効率優先のための作業
手順の省略、定められた通路
以外の通路を通る近道行動
は典型的な不安全行動です

京都労働局のホームペー
ジから、各安全衛生対策
リーフレット等がダウン
ロード可能なので確かめ
よう！▶

令和８年１月・２月は、
このリーフレットで、
積雪・凍結した通路・
路面による転倒
災害防止につい
て確かめよう！

本期間中は、労働災害防止団体等の運動に加え、京都府内における令和６年度年末年始の労働災害発
生状況を踏まえ、職場における「不安全行動」に起因する労働災害防止のため、以下に留意し、職場の無
災害に向けた取り組みを進めましょう。

作業手順を定め
ていない場合は
事前に定めて、
周知しよう！


